
独立行政法人ガバナンス検討チァム会議 (第 4回 )

議事次第

開会

2.職員の声について

財務及び組織ガバナンスのあり方について

閉会

(資料 1)日立高度専門医療センターに係る職員の声 (概要 )

(資料 2)財務及び組織ガバナンスのあり方について (と りまとめ案)
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「職員の声」聴取結果概要 (1) 資料1-1

口調査期間 :12月 2日 (水 )～ 9日 (水 )

・調査対象 :NC全職員 (非常勤、派遣等を含む)

・回答数 :456名 (全センター合計 )

・回答者の背景 :がんセンターにおける応募が最多。
・30代の応募が最多。問題意識の高さの反映か。

【Iコ 1】       センター別回答数
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・回答者の男女比は約2:1。

・回答者の約6割は常勤職員。残り4割が非常勤や、雇用関係のない者である。

【図3】 男女別回答数
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「職員の声」聴取結果概要 (2)

口二つの山 (ミッション、やりがい)と二つの谷 (予算・人材配置、キャリアパス・処遇 )。

ロセンター別での傾向の差異は特段なし。

【図6】
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国立高度医療センターの独法化に関する意見提出

平成 22年 4月 より、ナショナルセンターが独立行政法人となるに当たつて、組織改革が行わ

れます。つきましては、現場の問題点や改革案についてご意見をお願いいたします。
1.年齢 歳   2.男 性  ・ 女性  3.所 属センター名

4.身分 : 常勤  ・ 非常勤  ・ 雇用関係 なし (研修生 リサーチ レジデン ト

職員の研究費等による直接雇用、その他

派遣労働者

)

5.当セ ンター就職 : 西暦

6.役職 :部長 医長 医員 レジデン ト その他 (

7 医療関係の資格 : 医師 看護師 その他 (

8.資格取得 : 西暦

9.メ ールア ドレス (任意・ フ リーア ドレス可 )

10.氏 名 (無記入でも構いません)

◎センターのミッションについて

1-1.あなたは、あなたの所属するセンターのミッション (理念)を どのように考えますか?

1-2.現在、あなたの所属するセンターは、あなたが考えるミッションを十分に果たしている
と思いますか?

年

年

5

十分に果たしている

1-3.経 営陣は、

5

十分にOll示 している

◎組織・体制面について

2-1.予 算の配分にムリ

改善の余地はない

2-2.人 材の配置にムリ

改善の余地はない

2-3.組 織 。体制面で、

3

まあまあ果たしている

1

全く果たしていない

全く開示 していない

1

おおいにあり、改善が必要

あなたの所属す るセ ンターの理念を職員 に十分に浸透 させていますか ?

4321
まあまあ開示 している

。ムラ・ムダはあると思いますか?

3          2
改善の余地はある

・ムラ・ムダはあると思いますか?

3           2
改善の余地はある         おおいにあり、改善が必要

問題点や改善すべきことを具体的に記入 くだ さい。



◎センターのリーダーについて

3-1.現在のセンターのリーダーは効率的に業務運営をしていると思いますか ?

3-2.セ ンターの リーダーは、あなたの所属するセンターの経営状況を職員に十分に開示 して

いますか ?

◎仕事のやりがい、将来性について

4-1.仕事にやりがいを感じていますか?

1

全くそう思わない

1

全くそう思わない

1

全く感じない

1

全く描けない

点について、具体的に記入 ください。

5

まつたくそう思う

5

まったくそう思う

5

大いに感じる

5          4
大いに満足

3

改善の余地はある

3

改善の余地はある

3

感 じる

3

まあ満足

4-2.将 来のキャ リアパスは明確 に描 けますか ?

5432
明確に描ける 描ける

4-3.仕 事のや りがいや将来性を感 じる (感 じない)

◎処遇について

5-1.現在、あなたはご自身の処遇 (給与・手当面)に満足していますか ?

特に支障なく取れる 取れないこともある

1

不満

1

ほとんど取れない

5-3.処 遇面で、問題点や改善すべきことはあ り

6。 その他、自由記載

5-2.体 暇は十分に取れていますか ?

5           4           3 2

ますか。

3-3.セ ンターのリーダーに何を望みますか。



資料 2-1

独立行政法人ガバナンス検討チーム取りまとめ案

～NCのガバナンスのあり方について

091211志賀、境田、伊東、大久保

1.独立行政法人通則法のガバナンス強化に関する改iE案 (別添資料を

参考 )

(ア )現行の問題′像について

現行の独立行政法人通則法では、理事長に業務運営の全権限が集中して

いる構造になっており、チェック&バランスの仕組みが事実上存在しない。

イ)提言 1. に対するチェック&バランスの

②

③

業務執行権者 (理事長 )と重要事項 (重要な財産の処分及び譲受け、多

額の借財、重要な使用人の選任及び解任等)についての業務執行決定

権限者 (理事会)を分離する。

理事長及び理事の任命権を主務大臣に専属させない仕組みにする。

理事長・監事の任命権者が理事長・監事を任命するに際しては、事前に

「役員選考委員会 (仮称)Jの承認を経るものとする。

理事の任命権を理事長に専属させないようにする。

理事長が理事を任命するに際しては、事前に「役員選考委員会 (仮称 )」

の承認を得るものとする。

監事は常勤とする。

監事の権限を強化する。

○ 監事に理事会に出席し意見を述べる権限及び義務、理事及び理事

会に対する事業報告を求める権限、独法の業務及び財産の状況調

査権限、理事会招集権限を与える。

O監 事室を新たに設置し、独法はその予算を確保する。監事は監事補

助者 (会計・法律・経営・医療の専門家等)を 自らの責任で採用するこ

とができ、 かつその人事評価権を専有する。

⑥

⑦

①

④

⑤

イ)提言 2.内 閣府行政刷新会議内に「独立行政法人ガバナンス委員会Jを新た



資料 2-1

同委員会内に、①役員選考委員会(仮称)、 ②予算・決算管理委員会 (仮称)、

③業務運営監視・コンプライアンス委員会 (内 部通報窓口など)(仮称)、 ④評

価委員会 (仮称)の各分科会を設ける。

① 役員選考委員会 (仮称)は、理事長、理事、監事の選考を行う(会計監査

人の選考は、監事が行う)。

② 予算決算管理委員会 (仮称)は 、予算及び決算の掌理を行う。

③ 業務運営管理委員会 (仮称)は、法令順守の監視・監督、レジデントの労

務管理、内部通報窓口、不正を行った役員 (理事長。理事。監事。会計監

査人)に対する責任追及を行うc

④ 評価委員会(仮称)は、法人の業務の実績の評価等を行う。

ウ)提言3.理事会の直轄機関として、執行役員から構成される業務全体の

ための執行会 して

たとえば、がんセンターの場合には、各事業所 (中 央病院、東病院、がん

予防・検診研究センター、がん対策情報センター、及び研究所)について、

各―名の執行役員を選任するものとし、当該執行役員は責任をもつて当該

事業所の事業を執行するものとし、各事業所における職員の人事権につい

ても、原則として執行役員に属する1)のとする。(管理職など理事会の人事

権に服するものはこの限りではない)

① 具体的な法人の業務について、人事・労務部門、経理・財務部門、

リスクマネジメント・法務部門、臨床担当部門、公衆衛生担当部門、

研究部門、調達その他総務部門などの各部門に分類し、本部機構

に、それぞれの部門の責任者を配置するとともに、上記各部門につ

いて所管する担当理事を定めるt)の とするぃ

② 執行役員については、上記のとおり重大な職責を担うため、その選

任は理事会の決議事項とする。

③ 法人の公正かつ透明な組織運営の実現のため、執行役員及び管

理職について、厚生労iSl省からの職員及び天下り官僚の登用は行

わないものとする。



①

資料 2-1
理事長の選考基準を定め、選考基準に該当する者が出てこない限り、安

易な選定は行わない。たとえば、国立がんセンターの場合には、以下の

実績があることを要件とする。

O病 院又はljI究所の経営・運営の経験及び実績があることD

O臨 床又は研究分野において、医師としての業績があること。医師でな

くても、経営・運営の経験及び実績があればよいという考え方もあるが、

どんなにマネージメント能力が高い医師であっても、例えば手術が下

手等、医師としての評価が低いと、人心が付いてこないという専門職

集団の性質はあるため、医師であることが望ましい。

○ 就任予定の NCが掲げるべき理念 (ミッション)を職員及び国民に対し

て提示し、実践すること。   .
○ 就任後、理事長はアンケートやヒアリング等によって職員の生の声を

聴き、環境改善に役立てること。特にレジデント、看護師、事務職 、非

常勤や雇用関係のない者の声にも耳を傾け、Z、 要な措置を計ずるこ

と。

理事長の選任方法

○ 公募によつて必ずし1)良い人材を得られるとは限らず、新政権におい

て始めて発足する独法を任せる人材は、政治のリーダーシップで決

定するという考え方もある。

○ 公募か否かに関わらず、独立行政法人ガバナンス委員会に設ける役

員選考委員会の推薦を得て、行政刷新担当大臣が任命する。

〇 理事長の任に耐えうる人材に出会うまで選考を繰り返す。時間がない

からといつて準備不足のまま拙速に選任することは現に慎まなければ

ならないc

理事の選考基準

○ 医療関係者を過半数とする。臨床又は研究分野において、医師とし

ての業績があること。診療科単位等の経営・運営の経験及び実績が

あること。

0医 療関係以外の者は、病院。研究所・企業等の経営・運営の経験及

び実績があること、又は、法務や会計に関する経験及び実績があるこ

とc

②

③



④

資料 2-1
理事の選任方法

〇 公募か否かに関わらず、独立行政法人ガバナンス委員会に設ける役

員選考委員会の推薦を得て、理事長が任命する(通則l法改正後は、

役員選考委員会の推薦を得て、行政刷新担当大臣が任命する)

〇 理事の任に耐えうる人材に出会うまで選考を繰り返すc時間がないか

らといつて準備不足のまま拙速に選任することは現に慎まなければな

らないっ

注意事項

O理 事長・理事には、役所からの出向者及び役所 OBは認めないc

オ ) 5.
△

け |こ つ い て の

⑤

①

②

③

評価委員会は、政府全体におけるガバナンスの重要な役害」を果たしてい

ることを考えると、内閣府で一元的に取り扱うべきものであり、所管省庁を

移管すべき。

評価委員会の審議内容が国民にも分かりやすいものとケるとともに、審議

内容を全てインターネットで公開する。

なお、診療や研 究等、事業の専門性故に、国民が分からないものとする

のではなく、できるだけ一般の国民が理解できるよう4F形 (方法、内容)で

説明をするように心がけ、当該法人へ支 出している根拠 について、広く国

民からの理角旱を得らオ■るようにしなければならないc

)提言6.理事長が法人内で責任ある体制を構築するために、経営企画室

し の えミ酉己 を行使で る

の出向者が を持たないよう体制を構築する

① 経営企画室 (仮称)を設置し、院内の予算掌理(事業仕訳)が、実質的に

できる部署を設置する。

② 予算編成は、理事長がミッションを示し、それに対して、予算を編成する

プロセスを確立するとともに、それらのプロセスが広く理解できるt)のとす

る。

キ)提言7監事の役割と機能を強化

① 監事室を設置(6センター共通の監事組織を確立)。

② 監事室に配置の常勤職員の人事評価は監事が行い、それらが人事評価

に反映されなければならない



③

①

①

②

資料 2-1
監事室には常勤職員のほか、非常勤職員として(会計 。法務の専門家、

経営・組織・ガバナンスの専門家、臨床等診療に関する専門家)を雇う。

なお、非常勤職員については予算化し、任命は監事の責任において、監

事 自身で選定を行う。

その他

〇 独立行政法人として、監事監査の品質管理を行うための制度的な枠

組みを検討する。

○ 評価委員会と監事が果たすべき役害Jの相違点に留意が必要。監事

は、中刃1計画・年度計画に書かれていることが適切に実行されている

かどうかを、業務的視点から検証を行い、健全な業務の適否を検証

する。但し、各種計画を前提として適切な資源配分または一定の研

究成果の有無については、専門家の意見を聞きながら実行を行う。

③

2.財務会計について

ア) 8借入金債務の承継 はしなレ

NCのミッションと社会的位置づけについて

もともとNCは、最先端医療に取り組み、そのコストは国が負担すべきもの

として国策として設置されていることを前提にするならば、本来は、一般

会計で措置されるべきものであるが、財政上、財源の不足分を、財政投

融資制度の活用により補っていた実態があつたことは否めない。

NCの経営の自立性を高める

○ 運営費交付金の性質は、本来は、収支差補てんであって、渡切り経

費として使途を特定しないのが原則である。それを前提とすると、債務

を承継しないとしても、借入金返済に伴う元利金払い相当額の運営

費交付金を肖」減すれば収支の計算上は、同じことになる。

〇 _7・ 日運営費交付金額を減額し、自己財源による運営資金を増やすこ

とで、使途の自由度を高めることで、NCの 自立性を確保づ
~る

。

予算の透明性の向上による自己規律の確立

○ 債務を負うことと経営のガバナンスを強化することは、直接的な相関

関係にあるものではない。(借入金が多ければ、経営が健全化すると

いうものではない。)

〇 予算及び運営費交付金についての透明性を高めるために、予算の

組み立て方を一般的にみてもわかりやすいt)のとするとともに、決算と

の関係が明確になるように予算を組み立てる。

○ 予算 (及び運営費交付金)について、事後評価ができるよう決算との
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関係性を明瞭にし、決算に対する評価を翌々年度の掌理に反映させ

る仕組みを構築するとともに、それらの議論のプロセスをインターネッ

ト等を通じて社会一般に公開する。

④ NCに対するガバナンスを強固にすることで健全性を確保

NCのガバナンス体制を強化し、理事長の権限と責任を明確にしたうえで、

経営責任を明確にする。

⑤ 借入金債務に対する資産の裏付けが不明瞭である。

○ 現存する資産について将来生み出すキャッシュフローとの関係が明

確に示されていない中で (借入年度・借入金額と購入資産との関係が

不明瞭)、 借入金を引き継ぐことができない (財源別資産の関係 )。

〇 借入金の具体的な返済計画が示されることなく、過去の負債を継承

することは、経営のインセンティブを損なう。

○ 債務残高の中に、財政投融資の制度上の取り扱いから生じている債

務の累積額もあり、実質的に見たときに、財投による償還期間と購入

資産の耐用年数との間にずれが生じ、後年度に借入金負担が累積し

ていく構造により残つたものがある。

イ)提言 9.独 立 基準を採用せず、一般企業会計原 則

会計原則として、独立行政法人会計基準を採用せず、一般企業会計原

則を採用し、表示ルールとして病院会計準則 (一部見直しが必要)などを

適用する。

② 独立行政法人会計基準を採用しない根拠

〇 現行の独法会計基準は一般的に理解されにくい(ほ とんどの人が理

角旱できていない)。

0現行の独法会計基準は、理論的に完成はしているが、ほとんど利用

用途がなく、わかりにくいものとなつているのが現実D

(ア )『損益計算書』のお尻の意味がない。

(イ )『行政サービス実施コスト計算書』は重要な書類であるが、存在

自体なじみがない。

(ウ )とりたてて、わかりにくくさせているのは「損益外減価償却費Jであ

り、利益調整を図るために複雑な構造を作り上げてしまってい

る。

0現行の独法基準はモラルハザードを助長している面が否めない3

いい経営をしても悪い経営をしても『損益計算書』のお尻の結果が変わ

らない(ほとんどの法人は費用進行基準を採用しているため)c

O反 論に対する論拠

国
①
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○

○

○

○

〇

「赤字」と表示することへの抵抗感があるとの意見もあるが、NCは、国

策事業として実施される政策医療であり、そもそも、赤字であることは

恥ずべきこどではない。(=むしろ、赤字額を明示して、国策医療とし

ての立場を明確に示したうえで、堂々と、国から財源措置してもらうこ

とで、運営費交付金等の透明性を高める。)

問題は、赤字の“額"の 大きさであり、その負担関係 (受益者負担なの

か国民負担なのか)が重要な情報となるc(現行会計基準はそのあた

りを見えにくくしている)

民間並みの財務諸表の適用を義務付け、同種事業 (民 間病院等 )を

実施している民間ブレーャーと比較対象されることによる規律が与え

られる。とくに、NCは、諸外国の高度先進医療を行つている病院との

比較ができるようにして、高い規律付けを行う。

民間とはちがう独法独特の制度的差異による影響の説明は、注記や

附属明細などの付属情報で補完すれば十分であり、本表はあくまで

一般に理解されやすい情報を提供すべきである。

現在、議論され策定途中である国際公会計基準 (IPSAS)も、民間基

準であるIFRSをベースとしており、基本的枠組みは 1司 じである。特に、

最近の流れは民間企業と公的機関の違いを(つまみ食いではなく)認

識して、しかも各国の国際比較ができるようにしようとしているc

① 事業活動の情報開示

○ 事業報告書の充実 (意思決定プロセスとしての内部統制の開示):ガ

バナンス、内部統制、コンプライアンス等の体制整備及び運用状況に

関する報告

○ 注記情報の充実及び損益に関する説明の明確化

〇 予算の組み立てにあたつては、皆の幸せを実現する「まんだら」により

示し、ステークホルダーごとの関係性を明瞭にする。

① セグメント情報の充実

(ア)予算とセグメント単位との関係を直接的なものとする

(イ)病院、研究所別のほか、予算及び評価と連動できる単位でセグ

メントを設定する。

(ウ)セグメント情報のなかに財源を明確にさせる。

ウ)提言 10.現行よりも更に情報開示を徹底し、規律付けを行う。読み手が

している情報を、わかりやす く示

イ)提言 11.情報開示のあり方 に関する検討チームを早期に設置 し、現行の

まえて今後のあり方について

● 財務情報及び非財務情報の別を明示する。
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● 表示方法、注記情報及び附属明細書のあり方について検討する。

●

予算偏重主義から脱却し、決算重視とするために、決算をベースとして評

価し、翌々年度の予算に反映できる仕組みを確立。

決算との関係がわかりやすい予算の組み立てのあり方についての検討を

行い、予算の作り方を示すЭ

デューデリジェンスの実施

① 将来キャッシュフローの正確な予測について

② 期首、貸借対照表の資産掌理の厳格な実施

その他

(ア)中期計画は、所管省庁が策定するものとするが、年度実施計画は、独立行政

法人において策定するc

(イ)政府の関係団体の会計基準について、内閣府で一元管理をして統一的な解

釈に基づく、統一的なルールを設定すべき(設置主体ごとに会計基準その1)

のを変更することで、財務情報の透明性を阻害)

以 上

①

②

3.

4.

ウ)提言 12:予算に 上するために、国民にとつて理解し

つヽ、決算との関係が明確 になるような、予算の組み立て方に
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独立行政法人のガバナンス改革案

監査役

監査理事 (理事会 )

(重要事項意思決定・

内部統制構築義務)

選任・解任

主務大臣

会計監査人

業務運営監視・コン
評価委員会  プライアンス委員会

(内部通報窓口等)

独立行政法人管理委員会

任追及

十
十
Ｊ

査監督権限

役員選考
委員会

予算・決算
管理委員会

選任口解任 l  監督



立行政法人のガバナンス構造現行独

役員

理事長補佐|  |

任命・解任

任命・解任

任命・解任

監査

主務大臣



6セ ンターの改革に向けて (案 )

「職員の声」アンケー ト等から、現行の6セ ンターには、風通しの悪さや組

織の縦割り・一体性の欠如、情報の非共有、人事 口処遇の不公正など、多くの

組織の根幹に関わる問題があることが明らかになつた。

このたびの独法化を機会に、これらの問題に正面から取り組み、組織の再構

築を行わなければ、各センターの未来はないと言える。このことは、国民にと

つて、高度医療の進展を享受できないことにつながりかねない。

さいわい、職員のモチベーシヨンは高く、中堅・若手専門職を中心に改革意

欲があると見ることができる。

これらを踏まえ、独法移行直後の 2年ないし4年を「刷新期間」と定め、中

堅 口若手の登用や外部の医療経営マネジメントの実践者・弁護士・公認会計士

等の参加を得て、「組織再構築」と「機能・実績のV字回復」を目指すべきであ

る。

ただし、4月 に独法化という法律上の制約がある。このため、次のように進

めることが適当でないかと考えられる。

(1)日立がん研究センター、日立循環器病研究センター等

・早急に、資産評価を実施し (年内)、 昴1新期間の改革にふさわしい新理

事長候補者の選定を行う (1月 上旬)。

・新理事長候補者の選定は、当検討チーム委員の一部を軸に構成される選

考委員会での評価を踏まえて行う。なお、選定に際しては、別紙の事項

が当検討チームから新理事長に求められることを示す。

口新理事長候補者の下で、22年 3月 末までに、内外のメンバーによる「刷

新チーム」の設置やこれまでの問題点の整理、解決方針の検討を行う。

・独法に移行した4月 以降も解決方針の検討を行い、8月 を目途に『昴1新

プランJを策定する。それを踏まえた新人事等を9月 を目途に実施する。

(2)他のセンター

・ 6つのセンター全てについて、(1)の ような改革プロセスをたどるに

は、「刷新チーム」の体制確保等が間に合わない可能性がある。



・このため、いくつかのセンターでは、 1年後にいうたん辞任していただ

くことを前提に、現総長をそのまま理事長に任命することもあり得るこ

ととする。その際、理事は 1年間空席とする。(注 :法律上の役員の任

期は 2年 )

・その場合、国立がん研究センター等での取組みを注視しつつ、22年 9

月頃から新理事長候補者選考の手続きを始め、 10月 には、選定する。

(注 :旧理事長が新理事長候補者になることもあり得る。)

・さらに 10月 以降、新理事長候補者の下で、「昴1新チーム」設置等の取

組みを行い、23年 3月末までに「刷新プラン」を策定する。それを踏

まえた新人事等を23年 4月 に実施する。



2.

3.

(別紙 )

理事のうち一人は、経営 口組織マネジメント (可能な限り

病院 (当該病院を除く)におけるもの)の実績があり、チ

ームワークを構築できる人を採用するよう極力配慮するこ

と。

理事長による理事の選定に当たつては、当検討チーム委員

の一部を軸に構成される「理事選考委員会」を設定して評

価を行つた上で選定することが望ましいこと。

病院・研究所ごとに執行役員を選任するとともに、理事会

の直轄機関として、執行役員で構成される執行会議を置 く

ことが望ましいこと。

4.監事の下に「監事室」を設け、監事を支える体制を作るよ

う努めること。

5.年に 1度は、全職員から意見を求め、それを基にミッショ

ンの確認や現状の把握、問題点の洗出し・改善を行うよう

努めること。



独立行政法人のマネジメントの改善について

平成21年 12月 11日

総務省 階 政務宮提出資料



1.最近の総務省における調査で明らかにな った FD5題点

(1)総務省 政策評価 。独立行政法人評価委員会による意見通知 (12月 9日 /AN表
)

各府省の評価委員会に対して、以下のような実態を踏まえ、厳格な評価等を行うべき旨を通矢口。

② 諸手当及び法定外福利費の適切性確保

ア.国家公務員より高い諸手当の適切性について評価

すべき (38法人、延べ 90手当)

実態例 :住宅手当(最高):国 27,000円、1法人 128,∞0円
通勤手当(上限):国 55,000円、4法人 100000円

イ。法定外福利費が国民の理解 を得 られ るもの とな っ

ているか とい う観点か ら評価 すべき (81法人 )
実態例 :互助組織、文化・体育・レクリエーション事業への支出

食券交付等の結食費補助、慶弔関連の支出

)独立行政法人において元国家公務員が就いている嘱託職員ポストの調査 (12月 8日公表)

これまで実態が把握されていなかった「元国家/AN務員が就いている嘱託職員ポスト」について調査を実施し
た結果、7法人、11ポスト を確認。

⇒各法人及び所管府省において、廃止を含めて適切に対処する方針を決定。総務省より各府省に周知・徹底。

【調査対象】
。全独立行政法人 (98)
。元国家公務員が就いている以下のポスト

ア リF正規かつ有期契約職員  イ 年収 1000万円以上
※行革推進法に基づく削減対象となる人件費に係るポストを除<。

① 契約の適正化

ア.契約の審査体制等が有効に機能しているか検証結
果を明らかにすべき (66法人)

実態 :84法人に456の審査組織。このうち、民間有識者等
を構成員とするものは 90組織、監事を構成員とするも
のは 2組織。対象とする契約や観点にもばらつきがある。

イ。 制限的な応札条件が設定されて いないかな ど厳格

な検証を行うべき (33法人)

実態 :一般競争入札の 1者応札の害」合が増加
19年度 :4450/. ⇒ 20年度 :488%

(2



2。 現行独立行政法人通貝」法 に基づ <問題解決 に資す るマネ ジメ ン ト改革案

独立行政法人通貝」法は、法人から業務等の状況について報告させる権限を主務大臣に付与 しており、これを機能

させるために以下の方策が考えられる。

(1)主務大臣等による法人の長、監事に対する「マネジメン ト・レビュー」の実施

。毎年 1～ 2回 (財務諸表等の提出時など)
。報告聴取者 :政務3役 (大臣、日」大臣、政務宮)

・報告者 :法人の長 ― 中期目標の達成見込み、その時々の課題への対応状況 (公務員OB採用状況、役職員の給与水
準、福利厚生費、契約の適正化 等)。

監 事 一 監査実施計画、監査結果 (指摘事項等)。 法人の長からの報告にも同席。

(2)主務大臣は、レビューで明らかになつた問題点について深堀りするため、各府省の独立行政法人評価委員会

にこれを踏まえた評価等を行うよう指示

※ 独立行政法人評価委員会は、毎年度行う評価の結果、必要があると認めるときは、法人に対 し業務運営の改善その他
の勧告をすることができる (通則法 32条 3項 )。

(3)監事の支援体制の強化

上記 (1)の職責を果たすため、法人の規模に応じて監事の支援体制を強化 (スタッフの充実、外部有識者の
活用等)


